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概　要

　1905（明治38）年のポーツマス条約により，サハリン(樺太)は日本の領有となった。日本が
敗戦を迎える時期，樺太には約38万人の日本人が暮らしていた。本研究は，そのような樺太に
おいてどのように男子および女子の教員養成が行われたのか，樺太師範学校を中心に，その前
身であった講習所の教師教育，そして青年学校の教員養成も含めて明らかにしたものである。
主に，樺太庁令等の教育関連令規によるカリキュラム，生徒の回想録等を活用して分析し考察
した。

はじめに

　樺太1庁師範学校は，1918（大正7）年に大泊2中学校に設置された樺太庁中学校附設小学校教員講習所3

（1926年，樺太庁大泊中学校附設小学校教員講習所と改称）と，1920（大正9）年に豊原高等女学校に設置
された補習科4（1937年，豊原高等女学校に小学校教員講習所を設置）を前身として，1939（昭和14）年に
創設された5（1943年，樺太師範学校と改称）。1941（昭和16）年には，樺太庁師範学校附設青年学校教員養
成所が設置され6（1943年，樺太師範学校附設青年学校教員養成所と改称され，1944年には樺太青年師範学
校と改称），そして1945（昭和20）年の敗戦により，樺太師範学校は廃止された。樺太師範学校は僅か6年
しか存在していなかったのである。樺太では，師範学校創設以前と創設後にどのような教師教育や教員養成
を行っていたのだろうか。
　樺太師範学校を対象とした先行研究には，北海道教育所編纂の『北海道教育史』や，池田裕子の「樺太庁
の教員養成策――1939年の樺太庁師範学校創設に至るまで――」7，「樺太庁師範学校における樺太史教育」8

がある。『北海道教育史』は，樺太師範学校及び樺太青年師範学校や，それ以前の教師教育及び教員養成に
関係する法令や制度の変遷について整理している。池田は， 1920（大正9）年の樺太庁豊原高等女学校補習
科の設置から1939（昭和14）年の樺太庁師範学校創設に至るまでの樺太庁における教員養成策を検討し，樺
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太庁師範学校の創設について，「それまで主流とはなり得なかった樺太の地域主義的イデオロギーが戦争を
契機とした住民統合を行ううえでの教育政策の重要な観点として据えられたことを示すものであ」9ったと述
べている。また，「樺太庁師範学校における樺太史教育」において，「『樺太は古来からの日本の領土』であ
るという『歴史的事実』を示し」10， 樺太の「住民の定住と統合を進めるための」11場として師範学校の役割
が期待された12としている。『北海道教育史』はほとんど着手されていなかった樺太師範学校の歴史を前進
させ，池田はさらに樺太師範学校教育の内実に迫ったという点で評価できる。しかし，樺太師範学校の教育
内容については，さらにどのような内容であったのか明らかにする必要があり，樺太青年師範学校について
もどのような教師教育を行っていたのか明らかにする必要があろう。本研究では，樺太庁師範学校創設以前
の教師教育及び教員養成と，樺太師範学校における歴史教育以外のカリキュラムと教育実践について検討す
る。さらに，樺太青年師範学校におけるカリキュラムと教育実践についても追究し，樺太師範学校および樺
太青年師範学校でどのような教員養成が行われていたのか，明らかにすることを目的とする。

Ⅰ　樺太庁師範学校創設以前の教員養成

１　小学校教員講習所設置以前の教師教育

　1905（明治38）年，樺太は日本の領有となり，領有後樺太の人口は急増した13。豊原・大泊・真岡の3地
は市街を形成し，樺太民政署によって教育機関が設置された。その後，それら以外の農村・漁村地域におい
ても人口が増加してくると，村落では入植者が「簡易教育所」14を設置し，樺太民政署が示す基準をみたし
た後，「簡易教育所」は私立小学校として認可された15。領有直後の樺太の小学校教育は，樺太民政署立の
官立小学校と，私立小学校の「二元性」16から始まり，これは樺太庁設置後も引き継がれた。
　1907（明治40）年3月14日，「樺太庁官制」が施行されると樺太民政署は廃止となり，樺太庁が設置された。
樺太庁設置後に官立小学校から引き継がれた庁立小学校の教員の待遇は，1908（明治41）年3月23日の「樺
太ニ於ケル小学校ニ関スル件」及び同年3月31日の「樺太ノ小学校ニ関スル件施行方」によって定められ
た17。これらの法令において庁立小学校の教員の俸給は国庫負担とされ18，他の植民地にならって恩給加算
なども定められた19。しかし，私立小学校の教員にはそれが適用されなかったため，庁立小学校にのみ免許
資格の程度の高い教員が集まったのである。
　大正期に入っても樺太では庁立小学校と私立小学校とで，教員待遇に大きな格差があった20。1913（大正
2）年になると，樺太の教員であろうとする者は樺太庁の出す免許状を保有しなければならず21，樺太島内
における無資格教員や免許資格の程度の低い教員は再教育を受ける必要が生じた22。そのため，小学校教員
講習所を設置して，免許資格の程度の低い教員の資質向上が図られたのである。

２　樺太庁大泊中学校附設小学校教員講習所における教師教育及び教員養成

⑴　1918年度から1922年度までの男子講習所における教師教育

　1918（大正7）年4月19日，尋常小学校本科正教員の養成を目的として23大泊中学校に小学校教員講習所
が設置された（図１および図２参照）。設置当初の男子講習所は，教師教育のための機関であった。
　同時期の「内地」の師範学校に設置された講習科（以下，「内地」の男子講習科とする）におけるカリキュ
ラムを表1に，設置当初の樺太庁中学校附設小学校教員講習所（以下，男子講習所とする）におけるカリキュ
ラムを表2に示した。表1及び表2を比較すると，「内地」の男子講習科において課されていた手工が男子
講習所では課されておらず，授業時数も「内地」の男子講習科に比べて少ない。修業年限も「内地」の男子
講習科より短く，設置当初の男子講習所におけるカリキュラムは「内地」の男子講習科のカリキュラムと比
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べて「簡易な」24ものだった。
　1922（大正11）年4月5日に「樺太庁中学校附設小学校教員講習所規則」が改正された。樺太開拓に伴っ
て島内の小学校における高等科の設置数が増加したため，高等小学校教員の需要も増え，男子講習所には，
尋常高等小学校の教員を養成するための本科が置かれた。そして，従来の教師教育を行う場は別科とされ
た25。男子講習所ではこの時期から教師教育だけではなく，新たに教員養成が行われるようになったのであ
る。別科におけるカリキュラムは，表2に示したものと同様であったが，表3に示した同時期の「内地」の
師範学校本科第二部のカリキュラム及び表4に示した男子講習所の本科におけるカリキュラムを比較する

表１　「内地」の男子講習科における学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目 修  

身
教  

育
国  

語
算  

術
歴  

史
地  

理
理  

科
図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操 計

第1学年 2 3 7 4 2 2 5 2 1 2 4 34

第2学年 1 6※ 6 4 1 2 5 2 2 2 3 34

※第2学年の教育のうち，3時間は教育実習に充てられた。
出典　『文部省例規類纂』第3巻（大空社，1987年，637～638頁）から作成。

表２　男子講習所における学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目 修  

身
教  

育
国  

語
算  

術
歴  

史
地  

理
理  

科
図  

画
音  

楽
体  

操 計

第1学年 2 6 6 3 3 4 2 2 3 31

出典　�「樺太庁令第9号樺太庁中学校附設小学校教員講習所規則」	
（1918年，国立国会図書館所蔵）から作成。

図１　樺太概略地図 図２　豊原市概略地図
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と，男子講習所では博物，物理及び化学が同本科第二部よりも多く課されていた。また，同本科第二部では
土地の状況によって加えることができた農業または商業が男子講習所においては随意科目ではなく課されて
いた。このことから，教員養成を開始したころの男子講習所では，樺太開拓を背景とした博物，物理及び化
学や農業または商業といった土地の開拓にかかわる科目や実業的な科目が重視されていたと考えられる。

⑵　1923年度から1940年度までの男子講習所における教員養成

　樺太庁は，1923（大正12）年3月に男子講習所の別科を廃し本科のみを存続させた26。この時から男子講
習所では，教員養成のみが行われるようになった。1926（大正15）年3月17日には，1925（大正14）年4月
1日の「内地」の「師範学校規程」改正に伴い，「樺太庁中学校附設小学校教員講習所規則」が改正された。
この時の男子講習所におけるカリキュラムは，「内地」の「師範学校規程」に定められていたものと等しく，
これ以降男子講習所のカリキュラムは「内地」の師範学校本科第二部で課されたものと同様になった。また
同規則改正により，樺太庁中学校附設小学校教員講習所は樺太庁大泊中学校附設小学校教員講習所と改称さ
れた。1927（昭和2）年2月23日には「樺太庁中学校附設小学校教員講習所規則」が再び改正され，男子講
習所には「内地」の師範学校の専攻科に相当する27研究科が置かれた。研究科では，本科の学科目またはそ
れに関連する科目についてより深く学習させることとした28が，3回の修了者を出しただけで1931（昭和6）
年に休止され29，事実上の廃止となった。
　1931（昭和6）年1月10日，「内地」の「師範学校規程」が改正されると「内地」の師範学校本科第二部
のカリキュラムには公民が新たに加えられ，修業年限は1年から2年に変更された。それに伴って1936（昭
和11）年4月1日「樺太庁中学校附設小学校教員講習所規則」が改正され，男子講習所においても公民が加
えられるとともに修業年限も2年となった30。しかし， 1940（昭和15）年3月31日に「樺太庁中学校附設小
学校教員講習所規則」が廃止され，男子講習所は廃止された。

３　樺太庁豊原高等女学校附設小学校教員講習所における教員養成

⑴　1920年度から1936年度までの高等女学校補習科における教員養成

　1920（大正9）年3月27日，「樺太庁高等女学校規則」が改正され，豊原高等女学校に，師範部・家政部

表３　「内地」の師範学校本科第二部における学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目 修  

身
教  

育
国語及
び漢文

数  

学
博  

物
物理及
び化学

法制及
び経済

図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操
農業また
は商業 計

第1学年 2 15※ 2 2 3 2 3 2 3 ―― 34

※�教育の15時間のうち8時間は教育実習にあてられていた。また，農業または商業は土地の状況によっ
て随意科目として加えることができた。但し，農業または商業を加える時は，毎週2時間以内におい
て他の学科目の授業時数を減らすことされている。
出典　�「文部省令第12号師範学校規程」（1907年，国立国会図書館所蔵）及び「文部省令第5号師範学

校規程」（1915年，国立国会図書館所蔵）から作成。

表４　男子講習所の本科における学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目 修  

身
教  

育
国語及
び漢文

歴史
地理

数  

学
博  

物
物理及
び化学

法制及
び経済

図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操
農業また
は商業 計

第1学年 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 32

出典�　「樺太庁令第27号樺太庁中学校附設小学校教員講習所規則」（1922年，国立国会図書館所蔵）から作成。
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の2部からなる補習科が設置された。樺太庁豊原高等女学校補習科（以下，補習科とする）は修業年限が1
年とされ31，設置当初の男子講習所とは異なり新たに教員を養成する機関であった。補習科設置と同時期の
「内地」の高等女学校補習科における学科目については，1901（明治34）年3月22日の「高等女学校令施行
規則」において「補習科ノ学科目ハ第一條ノ学科目中ニ就キ之ヲ定ムヘシ」32とされていた。ここでいう第
一条の学科目とは，「内地」の高等女学校において課されていた修身，国語，外国語，歴史，地理，数学，
理科，図画，家事，裁縫，音楽，体操33であり，このほかに随意科目として教育，手芸の1科目または2科
目を加えることができた34。「内地」の高等女学校補習科における週の授業時数については明らかにするこ
とができなかったが，同規則では「補習科（中略）ノ毎週教授時数ハ三十時間ヲ超ユルコトヲ得ス」35とさ
れていた。また，「内地」の高等女学校補習科の修業年限は2年以内とされていた。
　設置当初の補習科師範部におけるカリキュラムは，「内地」の「高等女学校令施行規則」に準じて定めら
れていたと考えられ，補習科の週の授業時数の合計は「高等女学校令施行規則」に倣い，30時間であった。
1924（大正13）年になると樺太庁は補習科の師範部・家政部の区別を廃止し36，1925（大正14）年3月17日
には「樺太庁高等女学校規則」を改正した。補習科で課された学科目は，修身，教育，国語，数学，理科，
法制及び経済，家事，裁縫，音楽，体操であったが，補習科卒業後小学校教員を志望する者には，法制及び
経済を省き，別に歴史，地理，図画を課した。
　1932（昭和7）年2月19日には「内地」の「高等女学校令施行規則」が改正され，新たに公民が加えられ
た。それに伴い，同年3月31日に「樺太庁高等女学校規則」が改正され，補習科においても公民が課される
ようになった。この時定められたカリキュラムは，1937（昭和12）年，樺太庁豊原高等女学校に小学校教員
講習所が設置されるまで続いた。

⑵　1937年度から1940年度までの女子講習所における教員養成

　1937（昭和12）年3月16日，「樺太庁豊原高等女学校規則」が改正され従来の補習科は家政科に改められ
た37。同年5月13日，「樺太庁高等女学校官制」が改正されて豊原高等女学校に修業年限2年の小学校教員
講習所（以下，女子講習所とする）が設置された38。女子講習所卒業後は2年間樺太庁長官の指定する小学
校教員の職に従事する義務を有していた39。次の表5には「内地」の女子師範学校本科第二部におけるカリ
キュラムを，表6には女子講習所におけるカリキュラムを示した。
　表5及び表6を比較すると，女子講習所では家事裁縫の時数が同本科第二部に比べて多く課されており，
女子講習所では実業が重視されていたと考えられる。この時のカリキュラムは，1939（昭和14）年に樺太庁
師範学校が創設されるまで続くが，1940（昭和15）年3月31日に「樺太庁高等女学校附設小学校教員講習所
規則」が廃止されると，女子講習所も男子講習所と同様に廃止されている。

表５　「内地」の女子師範学校本科第二部における学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目
基本科目 増課科目

修  

身
公  

民
教  

育
国語
漢文

歴  

史
地  

理
数  

学
理  

科
家  

事
裁  

縫
図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操
※ 計

第1学年 2 1 6 3 2 3 2 3 2 2 2 6 34

第2学年 2 1 6 3 2 2 3 3 2 2 2 6 34

※�増課科目は，国語漢文，歴史，地理，英語，数学，理科（博物，物理及び化学），実業，図画，手工，音
楽の中で各科目2から4時間，合計8時間分適宜選修することができた。
出典　「文部省令第1号師範教育規程」（1931年，国立国会図書館所蔵）から作成。
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Ⅱ　1939年度から1941年度までの樺太庁師範学校における教育

１　樺太庁師範学校の教育方針

　樺太庁師範学校は1939（昭和14）年3月24日の「樺太庁師範学校官制」により，同年4月1日に開校した。
同年3月31日公布の「樺太庁師範学校規則」によると，樺太庁師範学校は小学校の教員養成を目的として創
設され，修業年限は「内地」の師範学校本科第二部と同じ2年間とされた。樺太庁師範学校は男女別に分か
れていた「内地」の師範学校とは異なり，男女が同じ校舎で学んでいた。樺太庁師範学校卒業後は3年間，
樺太庁長官の指定する学校で教職に従事する義務を有していた40。次の表7には「内地」の「師範学校規程」
及び「樺太庁師範学校規則」において規定された，生徒を教育する際特に注意すべき事項を示した（下線は
筆者による）。
　「内地」の「師範学校規程」及び「樺太庁師範学校規則」における生徒を教育する際特に注意すべき事項
を比較すると，「樺太庁師範学校規則」には「内地」の「師範学校規程」に記されていない「誠實ヲ尚ビ勤
勞ヲ愛好シ」41や「勤儉ヲ尚ブノ志操ヲ養ハン」42等の文言が見られる。また，「樺太庁師範学校規則」には「産
業ニ關スル事項ニ就キテハ特ニ注意シテ授ケンコトヲ要ス」43と記されているが，産業に関する記述は「内地」
の「師範学校規程」にはない。これらのことから樺太庁師範学校では，勤労を愛好することや産業に関する
事項を重視した教育を行っていたと考えられる。また，樺太庁師範学校校長上田光㬢は，樺太庁師範学校の
教育方針をまとめ「教学綱要」44として次のように明示した。

教学綱要
一　�本校ニ師タル者ハ教育報国ノ至誠ヲ傾倒シ師範教育ノ本義ヲ体認シ偏ニ学徳ヲ深クシ研鑽ヲ重ネ高潔ナ
ル気節ト正大ノ信念トヲ堅持シ挙借言行躬ヲ以テ薫陶ノ範ヲ垂レ戮力提携以テ本校ヲシテ克ク樺太開拓
ニ貢献スル有為ノ教育者ヲ育成スル神聖ナル揺籃タラシメ併セテ本島文化ノ進展ニ適切ナル寄与ヲ為ス
ベキ権威アル渊叢タラシメンコトヲ期スベシ

二　�本校ニ生徒タル者ハ樺太開拓ノ中枢タルベキ優秀ナル次代国民ノ訓育教化ノ為献身任ニ膺ル教育者タラ
ンコトヲ念願トシ自ラ進ンデ霊性ノ存養情操ノ醇化品格ノ洗練ニ意ヲ須ヒ指導ニ遵ヒ好学ノ志ヲ旺ニシ
テ創造ノ精神ニ培ヒ知性ノ向上学力ノ充実ニ専心シ兼ネテ体軀ノ剛健意力ノ遒勁気象ノ闊達ヲ惟レ期シ
以テ他日大ニ奉仕ノ責務ヲ完ウスルノ資質器能琢磨錬成スルニ黽ムベシ

　「教学綱要」によると，上田は樺太庁師範学校の教師には「樺太開拓ニ貢献スル有為ノ教育者ヲ育成ス
ル」45ことを期待し，樺太庁師範学校の生徒には「樺太開拓ノ中枢タルベキ優秀ナル次代国民ノ訓育強化ノ

表６　女子講習所における学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目
基本科目 増課科目

修  

身
公  

民
教  

育
国語
漢文

歴史
地理

数  

学
理  

科
家事
裁縫

図画
手工

音  

楽
体  

操
※ 計

第1学年 2 1 5 3 2 3 2 6 2 1 3 6 36

第2学年 2 1 5 3 2 2 3 6 2 1 3 6 36

※�増加科目は国語漢文，歴史，英語，数学，理科（博物または物理化学），家事，裁縫，図画，
手工，音楽の中で各科目2から4時間，計6時間分を適宜選修することができた。
出典　�「樺太庁令第27号樺太庁高等女学校附設小学校教員講習所規則」（1937年，国立国会図書

館所蔵）から作成。
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為」46の教育者であることを求めていた。そのため，上田は将来の樺太開拓を担う国民を育成するための教
員養成を目指していたと考えられる。
　先行研究で池田は，樺太庁師範学校の開校準備が「樺太庁は，総動員体制下において樺太の存在価値を主
張するために，物心両面にわたる戦争協力体制の構築を行う必要に迫られ」47る状況下で進められていたと
説明し，樺太庁師範学校の創設について「それまで主流とはなり得なかった樺太の地域主義的イデオロギー
が戦争を契機とした住民統合を行ううえでの教育政策の重要な観点として据えられたことを示すもので
あ」48ったという見解を示した。池田が言うように，樺太庁師範学校が樺太の住民統合を行ううえで創設さ
れたのであれば，樺太の住民統合の主軸としたものは樺太開拓であり，樺太開拓という主軸を全面的に打ち
出していく装置として，樺太庁師範学校は位置づけられていたと考える。

２　「樺太庁師範学校官制」下における教育

⑴　「樺太庁師範学校規則」におけるカリキュラム

　樺太庁師範学校において課されていた学科目及び週の授業時数は，1939（昭和14）年3月31日の「樺太庁
師範学校規則」によって定められていた。表8に示した通り，この時期の樺太庁師範学校の男子に課したカ

表７　�「内地」の「師範学校規程」及び「樺太庁師範学校規則」において定められている，生徒を教育する際特に
注意すべき事項

1907（明治40）年4月7日文部省令第12号「師範教育
規程」及び，1915（大正4）年3月20日文部省令第5
号「師範学校規程」によって定められている生徒を教
育する際特に注意すべき事項

1939（昭和14）年3月31日樺太庁令第13号「樺太庁師範
学校規則」によって定められている生徒を教育する際特
に注意すべき事項

一　�忠君愛國ノ志氣ニ富ムハ教員タル者ニ在リテハ殊
ニ重要トス故ニ生徒ヲシテ平素忠孝ノ大義ヲ明ニ
シ國民タルノ志操ヲ振起セシメンコトヲ要ス

二　�精神ヲ鍛錬シ德操ヲ磨勵スルハ教員タル者ニ在リ
テハ殊ニ重要トス故ニ生徒ヲシテ平素意ヲ此ニ用
ヒメンコトヲ要ス

三　�規律ヲ守リ秩序ヲ保チ師表タルベキ威儀ヲ具フル
ハ教員タル者ニ在リテハ殊ニ重要トス故ニ生徒ヲ
シテ平素長上ノ命令訓誨ニ服從シ起居言動ヲ正シ
クセシメンコトヲ要ス

四　�身體ノ強健ヲ圖ルハ敎員タル者ニ在リテハ殊ニ重
要トス故ニ生徒ヲシテ平素體育及衞生ニ留意シ以
テ健康ヲ增進セシメンコトヲ要ス

五　�敎授ハ敎員タルベキ者ニ適切ニシテ小学校令及小
学校令施行規則ノ趣旨ニ副ハンコトヲ旨トスベシ

六　�敎授ハ常ニ其ノ方法ニ注意シ生徒ヲシテ業ヲ受ク
ルノ際敎授ノ方法ヲ會得セシメンコトヲ務ムベシ

七　�學習ノ方法ハ偏ニ敎授ノミニ憑ラシムベキモノニ
在ラズ故ニ生徒ヲシテ常ニ自ラ學識ヲ進メ技藝ヲ
研クノ習慣ヲ養ハシメンコトヲ務ムベシ

一　�忠君愛國ノ志氣ニ富ムハ教員タル者ニ在リテハ殊ニ
重要トス故ニ生徒ヲシテ平素忠孝ノ大義ヲ明ニシ國
民タルノ志操ヲ振起セシメンコトヲ要ス

二　�誠實ヲ尚ビ勤勞ヲ愛好シ質實剛健ノ氣風ト雄渾敢爲
ノ氣象ヲ養ヒ以テ精神ノ鍛鍊ト德操ノ磨勵ニ務ムル
ハ敎員タル者ニ在リテハ殊ニ重要トス故ニ生徒ヲシ
テ平素意ヲ此ニ用ヒメンコトヲ要ス

　　�女生徒ニ在リテハ殊ニ貞淑ニシテ同情ニ富ミ勤儉ヲ
尚ブノ志操ヲ養ハンコトヲ要ス

三　�規律ヲ守リ秩序ヲ保チ師表タルベキ威儀ヲ具フルハ
教員タル者ニ在リテハ殊ニ重要トス故ニ生徒ヲシテ
平素長上ノ命令訓誨ニ服從シ起居言動ヲ正シクセシ
メンコトヲ要ス

四　�身體ノ強健ヲ圖ルハ敎員タル者ニ在リテハ殊ニ重要
トス故ニ生徒ヲシテ平素體育及衞生ニ留意シ以テ健
康ヲ增進セシメンコトヲ要ス

五　�敎授ハ敎員タルベキ者ニ適切ニシテ且本島ニ於ケル
初等敎育ノ本旨ニ副ハンコトヲ旨トスベシ

六　�敎授ハ常ニ其ノ方法ニ注意シ生徒ヲシテ業ヲ受クル
ノ際敎授ノ方法ヲ會得セシメンコトヲ務ムベシ

七　�學習ノ方法ハ偏ニ敎授ノミニ憑ラシムベキモノニ在
ラズ故ニ生徒ヲシテ常ニ自ラ學識ヲ進メ技藝ヲ研ク
ノ習慣ヲ養ハシメンコトヲ務ムベシ産業ニ關スル事
項ニ就キテハ特ニ注意シテ授ケンコトヲ要ス

出典　�「文部省令第12号師範学校規程」（1907年，国立国会図書館所蔵），「文部省令第5号師範学校規程」（1915年，
国立国会図書館所蔵）及び近代日本教育制度史料編纂会『近代日本教育制度史料』第9巻（講談社，1956年，
337頁）から作成。
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リキュラムは「内地」の師範学校本科第二部のカリキュラムと等しいものであった。また，表9に示した通
り，この時期の樺太庁師範学校の女子に課したカリキュラムは「内地」の女子師範学校本科第二部のカリキュ
ラムと等しいものであった。

　しかし，「内地」の「師範学校規程」と「樺太庁師範学校規則」に示された学科目の要旨及びその程度を
比較すると，実業に異なる部分があった。「内地」の「師範学校規程」では，「実業ハ農業，工業若ハ商業ヲ
課シ」49と定められていたが，「樺太庁師範学校規則」では「実業ハ農業，水産業，工業若ハ商業ヲ課シ」50と
されている。これは，樺太庁師範学校の「産業ニ關スル事項ニ就キテハ特ニ注意シテ授ケンコトヲ要ス」51

という方針に則り，当時樺太の主要産業のうちの１つであった水産業も実業科目として課されたと考えられ
る。このカリキュラムは，1942（昭和17）年5月12日の「樺太庁諸学校官制」に伴って新たなカリキュラム
が出されるまで続いた。

⑵　「樺太庁師範学校官制」下における教育実践――生徒の回想から――

　1939（昭和14）年に入学した第1期生の竹村芳郎は，樺太庁師範学校創設時について「昭和十四年の開校
当時は殆んど無からのスタートであったため，開拓精神涵養の第一歩は校舎校地の環境造成作業と食糧増産
のための開墾作業に専念することでした」52と述べている。これによると朝から，あるいは午後から作業の
時間にあてられることもあったようだが，大部分は放課後に行われたようである。また，1940（昭和15）年
入学の第2期生猪口英武は，1941（昭和16）年の頃について「食料事情はいよいよ切迫し，加えて海の輸送

表８　�「内地」の師範学校本科第二部及び樺太庁師範学校の男子に課した学科目及び週の授業時数（単
位：時間）

学科目
基本科目 増課科目

修  

身
公  

民
教  

育
国語
漢文

歴  

史
地  

理
数  

学
理  

科
実  

業
図  

画
手  
工

音  
楽

体  

操
※ 計

第1学年 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 3 8 34

第2学年 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 3 8 34

※�増課科目は，国語漢文，歴史，地理，英語，数学，理科（博物，物理及び化学），実業，図画，手工，
音楽の中で各科目2から4時間，合計8時間分適宜選修することができた。
出典　�「文部省令第1号師範教育規程」（1931年，国立国会図書館所蔵）及び「樺太庁師範学校官制

ヲ定ム」『公文類聚』第63編第50巻（1939年，国立公文書館所蔵）から作成。

表９　�「内地」の女子師範学校本科第二部及び樺太庁師範学校の女子に課した学科目及び週の授業時数（単
位：時間）

学科目
基本科目 増課科目

修  

身
公  

民
教  

育
国語
漢文

歴  

史
地  

理
数  

学
理  

科
家  

事
裁  

縫
図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操
※ 計

第1学年 2 1 6 3 2 3 2 3 2 2 2 6 34

第2学年 2 1 6 3 2 2 3 3 2 2 2 6 34

※�増課科目は，国語漢文，歴史，地理，英語，数学，理科（博物，物理及び化学），家事，裁縫，実業，図画，
手工，音楽の中で各科目2から4時間，合計8時間分適宜選修することができた。
出典　�「文部省令第1号師範教育規程」（1931年，国立国会図書館所蔵）及び「樺太庁師範学校官制ヲ定ム」

『公文類聚』第63編第50巻（1939年，国立公文書館所蔵）から作成。
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が途絶えた場合の食糧生産の一翼を師範学校も担う事となった」53と回想した。これによると，宗谷海峡が
封鎖され，「内地」から食料などの物資が入ってこなかった場合を想定して，樺太庁師範学校では食糧生産
が行われていたようである。
　竹村によると，樺太庁師範学校では授業の他に農作業や開墾作業，校地整備等を行っていたことがわかる
が，これらは教育実践の一環として行われていたと考えられる。また，猪口の回想によると，樺太という「内
地」から切り離された地で，戦争協力のための食糧増産が教育実践として行われていたことがわかる。これ
らのことから樺太庁師範学校では，開校当初から教育理念に沿って将来の樺太開拓を担う国民を育成するた
めの教育実践が行われていたと考えられる。

Ⅲ　1942年度から1945年度までの樺太師範学校における教育

１　1942年度から1945年度までのカリキュラム

⑴　「樺太庁諸学校官制」におけるカリキュラム

　1942（昭和17）年5月12日，「樺太庁諸学校官制」が公布され「樺太庁師範学校官制」は廃止された。こ
れに伴い，樺太庁師範学校における学科目及び週の授業時数が改正された。この時期の樺太庁師範学校の男
子に課されたカリキュラムを表10に，樺太庁師範学校の女子に課されたカリキュラムを表11に示した。但し
この時期の「内地」の師範学校におけるカリキュラムは，表9及び表10に示した1931（昭和6）年1月10日
の「師範教育規程」に定められたものと同じである。

　樺太庁師範学校の男子に課されたカリキュラムを「内地」の師範学校本科第二部のものと比較すると，男
子には同本科第二部では課されていない博物，物理，化学，哲学，教鞭，武道，開拓が課されている。また
樺太庁師範学校の女子に課されたカリキュラムを「内地」の女子師範学校本科第二部のものと比較すると，
女子には同本科第二部では課されていない博物，物理，化学，実業，哲学，開拓が課されている。この時期

表10　樺太庁師範学校の男子に課した学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目 修  

身
公  

民
教  
育

国  

語
漢  

文
歴  

史
地  

理
数  

学
博  

物
物  

理
化  

学
実  

業
哲  

学
図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操
教  

鞭
武  

道
開  

拓 計

第1学年 2 1 6 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 0 36

第2学年 2 1 4 4 0 2 3 5 3 3 6 1 2 3 4 2 2 1 1 49※

※�第2学年の49時間は増課科目を含んでいる。増課科目は国語，地理，数学，博物，物理，化学，手工，実業，
音楽とされていた。
出典　�「昭和十七年度学年別学科目及毎週教授時数調　樺太庁師範学校」『公文類聚』第66編第50巻（1942年，国

立公文書館所蔵）から作成。

表11　樺太庁師範学校の女子に課した学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目 修  

身
公  

民
教  

育
国  

語
漢  

文
歴  

史
地  

理
数  

学
博  

物
物  

理
化  

学
実  

業
哲  

学
家  

事
裁  

縫
図  

画
手  

工
音  

楽
体  

操
開  

拓 計

第1学年 1 1 5 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 0 36

第2学年 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 36

出典　�「昭和十七年度学年別学科目及毎週教授時数調　樺太庁師範学校」『公文類聚』第66編第50巻（1942年，国
立公文書館所蔵）から作成。
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の樺太庁師範学校では，博物，実業，開拓といった樺太開拓につながる科目が重視されており，1939（昭和
14）年の「樺太庁師範学校規則」で定められていたカリキュラムと比べて，より樺太開拓を意識したものに
なったと言える。しかしこのカリキュラムは，1943（昭和18）年3月8日に改正された「師範学校規程」に
よって新たに学科目及び週の授業時数が定められるまでの僅か1年しか続かなかった。

⑵　「師範教育令」改正後のカリキュラム

　1943（昭和18）年3月6日，「師範教育令」が改正された。これにより，従来男女別に設置されていた「内
地」の師範学校が統合され，男子部・女子部が置かれることが定められた54。また，各部には予科及び本科
が置かれることになり，予科の修業年限は2年，本科の修業年限は3年とされた55。同年4月，樺太が「内地」
に編入されると56樺太庁師範学校に関する規則も他の諸学校とともに「内地」と同じ法令によって定めら
れ57，「師範教育令」が樺太においても施行された58。樺太庁師範学校にも「内地」と同様男子部・女子部が
置かれ，修業年限2年の予科と修業年限3年の本科が置かれた59。この時，樺太庁師範学校の名称は樺太師
範学校と改められている60。
　この時期の樺太師範学校におけるカリキュラムは，「内地」の師範学校と同様，1943（昭和18）年3月8
日改正の「師範学校規程」によって定められている。これによると，従来の師範学校において課されていた
二十数科目は国民科，教育科，理数科，実業科，家政科，体錬科，芸能科，外国語科に統合され61ており，
樺太師範学校におけるカリキュラムは「内地」の師範学校と全く等しいものになったのである。

２　1942年度から1945年度までの教育実践――生徒の回想から――

　1941（昭和16）年に入学し，1943（昭和18）年に卒業した第3期生の佐藤吉太郎は，当時の教育内容につ
いて，「寮の食糧確保の農作業や，軍事教練が多くな」62り飛行場の除雪作業や軍事講習，「米英撃滅弁論大
会など，戦時体制の色が益々濃くなって来た」63と回想している。1943（昭和18）年に入学した第5期生の
開米達夫は「戦況が進む中で，何とか授業を受けられたのは一年生の時だけで，後の二年は冬以外は学校を
空けて援農や軍隊にいる事が多かったように思」64うと振り返った。同じく第5期生の杉内豊徳は「昭和十
九年，我等本科二年生は戦況逼迫し，まさに本土決戦近しの感が強く樺太にては戦力増強，北方防衛が急務
であった」65と回想し，「教育の場では，決戦非常措置として通年動員制となり」66，「勤労動員と教練・修練
が毎日であった」67と述べている。また，第5期生の新名久美は，「食糧が不足の折り，畑おこし，荒野の開墾，
食糧確保のため，よく働いた様に思い出します（中略）二年生の夏など，何日，教室で教科書を開いて学習
したでしょうか」68と振り返った。1944（昭和19）年に入学した第6期生の宮沢一成は，1年時の7月に勤
労動員の命令を受け，軍馬の牧草刈り69を行ったと回想した。同じく1944（昭和19）年に入学した第6期生
の岩崎公子は当時の教育実践について，「自給自足のため農作業が多く，終戦近くになると，教室での授業
は土曜日だけとな」70ったと述べている。
　生徒の回想によると，1943（昭和18）年の時点ではまだ学校での授業が行われていたようだが，1944（昭
和19）年以降は戦況が悪化していく中で，徐々に学校での授業が行われなくなった様子が読み取れる。樺太
師範学校では，樺太庁師範学校創設以来重視されてきた樺太開拓の進展に寄与するための教育方針や教育実
践が，戦時体制下の食糧増産に結び付けられていったと思われる。

３　樺太庁師範学校附設青年学校教員養成所並びに樺太青年師範学校における教育

⑴　青年学校教員養成所並びに青年師範学校におけるカリキュラム

　1941（昭和16）年4月15日，「樺太庁師範学校官制」が改正されると樺太庁師範学校に青年学校71教員養
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成所を設置することになり72，同年5月9日「樺太庁師範学校附設青年学校教員養成所規程」が定められた。
樺太青年学校教員養成所は，樺太庁師範学校の校舎内につくられた。樺太庁師範学校附設青年学校教員養成
所（以下，樺太青年学校教員養成所とする）は青年学校の教員養成を目的として設置され，修業年限は「内
地」の青年学校教員養成所と同様に2年であった73。「内地」の青年学校教員養成所における入所資格74と樺
太青年学校教員養成所における入所資格75は以下の通りである。
　
　靑年學校敎員養成所ニ入所スルコトヲ得ル者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノタルベシ
一　�尋常小学校卒業程度ヲ以テ入學資格トスル修業年限五年（女子ニ在リテハ四年）以上ノ實業學校又ハ之
ト同程度ノ實業學校ヲ卒業シタル者

二　�師範學校，中學校又ハ高等女學校ヲ卒業シタル者
　前項ニ掲グル者ニ準ズベキ學力アリト認メタル者ハ之ヲ入所セシムルコトヲ得

　樺太廳師範学校附設靑年学校敎員養成所ニ入所スルコトヲ得ル者ハ小學校本科正敎員ノ免許状，國民學校
訓導免許状又ハ樺太國民學校訓導免許状ヲ有シ身體健全志操堅固ニシテ入所検定ニ合格シタル者トス
　前項ニ掲グル者ノ外相當學力アリト認メタル者ハ之ヲ検定ノ上入所セシムルコトヲ得
　
　樺太青年学校教員養成所の入所資格は，「内地」の青年学校教員養成所の入所資格とは異なり，小学校本
科正教員免許状や国民学校訓導免許状等を有する者とされていた。これは，樺太青年学校教員養成所での教
育も，樺太開拓に貢献できる青年育成を徹底して行うためであったと考えられる。樺太青年学校教員養成所
卒業後は3年間，樺太庁長官の指定する学校で教職に従事する義務が課されていた。樺太青年学校教員養成
所設置と同時期の「内地」の青年学校教員養成所の男子に課した学科目は，修身及び公民，教育，国語，国
史，職業，体操76であり，「内地」の青年学校教員養成所の女子に課した学科目は，修身及び公民，教育，
国語，国史，家事，裁縫，職業，体操77である。これらの学科目の他，地理，数学，理科，音楽，図画，そ
の他必要な学科目を男女両方に課すことができた。これに対し，樺太青年学校教員養成所の生徒に課した学
科目は，修身及び公民，教育，国語，国史，地理，数学，職業，体操並びに音楽78である。設置当初の学科
目は，「内地」の青年学校教員養成所とは異なり，男女別に区別されていなかった。
　1942（昭和17）年5月12日には「樺太庁諸学校官制」が公布され，樺太庁師範学校のカリキュラムが改正
された。これに伴い，樺太青年学校教員養成所も表12のようにカリキュラムが改正された。
　同時期の「内地」のカリキュラムと比較すると，樺太青年学校教員養成所では「内地」には課されていな
い工業，商業，水産，農業といった実業科目が課されている。そのため，樺太青年学校教員養成所でも同時
期の樺太庁師範学校と同様，より樺太開拓を意識したカリキュラムが課されるようになったと言える。この

表12　樺太青年学校教員養成所において課された学科目及び週の授業時数（単位：時間）

学科目
修  

身
公  

民
教  

育
国  

語
歴  

史
地  

理
数  

学
音  

楽
体  

操
教  

練
武  

道
工  

業
商  

業
水  

産
農  

業  

※
計

第1学年 1 1 2 2 0.5 0.5 1 1 0.5 3 0.5 4 4 4 11 36

第2学年 1 1 2 1 0.5 0.5 1 0 1 3 1 10 5 2 15 44

※農業のうち第1学年では3時間，第2学年では4時間実習が課されていた。
出典　�「昭和十七年度学年別学科目及毎週教授時数調　樺太庁師範学校」『公文類聚』第66編第50巻

（1942年，国立公文書館所蔵）から作成。
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カリキュラムは，1943（昭和18）年3月31日に改正された「青年学校教員養成所規程」によって新たに学科
目及び週の授業時数が定められるまでの僅か1年しか続かなかった。
　1943（昭和18）年3月6日に「師範教育令」が改正されると，同年4月14日，樺太庁師範学校附設青年学
校教員養成所は樺太師範学校附設青年学校教員養成所と改称された79。また1944（昭和19）年2月16日に「師
範教育令」が改正されると，樺太師範学校附設青年学校教員養成所は樺太青年師範学校と改称された80。「師
範教育令」によると，青年師範学校にも男子部及び女子部が置かれ，修業年限は3年となった81。また，同
年3月23日の「青年師範学校規程」によって男子部には農業科，工業科，商業科，水産科の1学科または数
学科が置かれた。そして，樺太青年師範学校におけるカリキュラムは，「内地」の青年師範学校におけるカ
リキュラムと全く等しくなり，内容も男女別になったのである。
　
⑵　青年学校教員養成所並びに青年師範学校における教育実践――生徒の回想から――

　1941（昭和16）年に樺太青年学校教員養成所に入所した所敏は「一般教養の他に，実業科の農業・水産・
林業・商業など，それに伴う実習があり」82，農業実習や水産実習で樺太各地をまわったと当時を回想した。
1942（昭和17）年に入所した大原一男は「青教の授業の中で特色のあったのは，実習作業である」83と述べ
ている。1943（昭和18）年に入所した柳谷喜代三郎は当時の授業について，樺太師範学校や青年師範学校の
教師ばかりでなく，「樺太庁林務課・鉱務課の部長や技師・中央試験所の水産部長・畜産部長・気象台の課
長など，当時の樺太殖産行政上の指導的立場」84の人々から指導を受けたと振り返った。
　それら生徒の回想によると，樺太青年学校教員養成所では実習を中心として樺太各地の産業の実状を学び
ながら，青年学校の指導者として，樺太開拓に貢献するための人材育成が行われていたと考えられ，大原が述
べた通り，樺太各地での様々な実習は樺太青年学校教員養成所の特色であったと言える。しかし，1945（昭和
20）年に樺太青年師範学校に入学した桂知友は，「連日，農業実習と教練に明け暮れ」85休日はなかったと当時
を回想し，記憶に残っている講義は「鮭の玉子の硬度についての一度だけ」86であると述べた。1945（昭和
20）年になると樺太青年師範学校でも戦時体制下の勤労動員が活動の主となり，講義はほとんど行われなくなっ
ていったと思われる。

おわりに

　本研究では樺太庁師範学校創設以前と創設後に，樺太でどのような教師教育や教員養成が行われていたの
か，樺太師範学校のカリキュラムと生徒の回想による教育実践を中心に明らかにした。樺太師範学校では
1939(昭和14)年の開校当初から，産業に関する事項については特に留意して授けることとされ，将来の樺太
開拓を担う国民を育成するための教員養成が行われていた。1942（昭和17）年に「樺太庁諸学校官制」が公
布されるとカリキュラムも改正され，樺太庁師範学校では樺太開拓につながる博物，実業，開拓といった科
目が「内地」の師範学校よりも重視されていた。1943（昭和18）年に「師範教育令」が改正されると樺太師
範学校におけるカリキュラムは「内地」の師範学校と全く等しいものになった。しかし，戦況が悪化してい
く中でも樺太師範学校では，樺太庁師範学校創設以来重視されてきた樺太開拓の進展に寄与するための教育
方針や教育実践が，そのまま戦時体制下の食糧増産と結び付けられていったのである。樺太青年師範学校に
おいても，青年学校の指導者として樺太開拓に貢献するための人材育成が樺太島内各地での実習を中心に行
われていたのである。
　今後は，学校記念誌以外の資料を新たに発掘し，樺太師範学校に在学していた人々からの聞き取り調査を
行うなどして，さらに，樺太師範学校における教育実践を明らかにしていくことが課題である。
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